
  

 

議 案 及 び 説 明         
並びに参考資料         

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月臨時会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池  田  市 



目        次 

 

１ 報 告 第 ２ 号  専決事項の指定に係る処分報告について ･････････････････  1 

   専決指定第１号  損害賠償の専決処分について ･････････････････････････  2 

２ 報 告 第 ３ 号  処分報告について ･････････････････････････････････････  3 

   専 決 第 １ 号  池田市市税条例の一部改正について ･･･････････････････  4 

説   明 ･････････････････････････  8 

参   考 ･････････････････････････ 10 

３ 報 告 第 ４ 号  処分報告について ･････････････････････････････････････ 17 

   専 決 第 ２ 号  令和６年度池田市病院事業会計補正予算（第３号） ･････ 18 

説   明 ･････････････････････････ 27 

４ 報 告 第 ５ 号  処分報告について ･････････････････････････････････････ 30 

   専 決 第 ３ 号  令和６年度池田市一般会計補正予算（第１２号） ･･･････ 31 

説   明 ･････････････････････････ 35 

参   考 ･････････････････････････ 55 

５ 報 告 第 ６ 号  債権の放棄に係る報告について ･････････････････････････ 67 

６ 議 案 第 ５７ 号  池田市監査委員の選任について ･････････････････････････ 74 

７ 議 案 第 ５８ 号  令和７年度池田市一般会計補正予算（第２号） ･･･････････ 76 

説   明 ･････････････････････････  78 

参   考 ･････････････････････････  88 



 



報告第２号 

 

 

専決事項の指定に係る処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和７年５月１３日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

令和６年度中に解決した議会の委任による専決処分について報告するもの

である。 
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専決指定第１号 

 

損害賠償の専決処分について 

 

「専決事項の指定について（平成１９年９月２８日議決）」第１号及び第３

号に基づき専決処分した損害賠償の額の決定及び当該損害賠償に係る和解は、

以下のとおりである。 

 

事 故 

発生日 
場  所 所  属 事故の種類等 

損害賠償の額(円) 
和 解 

成立日 
相手側 

負 担 
市負担 

令 和 5 年 

1 1月9日 

池田市 

城南 

1-1-1 

総務部 管理瑕疵 対人 0 11,750 
令和6年 

4月23日 
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報告第３号 

 

 

処分報告について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、池

田市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和７年５月１３日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

  地方税法の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたので

専決処分したものである。 
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専決第１号 

 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

 

 池田市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和７年３月３１日 専決処分 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   
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池田市条例第２６号 

 

池田市市税条例の一部を改正する条例 

 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第９４条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を

「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中

「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エと

し、同号イの次に次のように加える。 

 ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が

４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第９９条第２項第５号中「定格出力」の次に「（第９４条第１号ウに掲げる

原動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

第１００条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を

提示する」を「又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規

定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免許情報記録

個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カ

ードをいう。次項において同じ。）を提示する」に改め、同項第５号中「の番

号、交付年月日及び」を「又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定す

る免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）の番号、運

転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同条中第４項を第

５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当

該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために

必要な措置を受けなければならない。 
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附則第１３条第２項中「、第３２項、第３４項、第３８項、第４２項若しく

は第４５項」を「から第３３項まで、第３７項、第４１項若しくは第４４項」

に改める。 

附則第１３条の２第１５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第

３７項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条

第４０項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５

条第４１項」に改める。 

附則第１４条中第１５項を第１６項とし、第１４項を第１５項とし、第１３

項の次に次の１項を加える。 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係

る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合にお

いても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１

５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に

掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９

の３第１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にか

かわらず、同条第１項の規定を適用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の池田市市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 
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第３条 新条例第９４条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽

自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和７年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 
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報告第３号  説  明 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第７号）の施行等に伴い、本条例の一部改正を行ったものである。 

 

１ 軽自動車税関係 

 (1) 軽自動車税の種別割の税率区分の見直しに伴う改正 

   ２輪の原動機付自転車のうち総排気量が０．１２５リットル以下かつ最

高出力が４．０キロワット以下のものについて、税率を年額２，０００円

とする新たな軽自動車税の種別割の区分を設け、また、これに伴う所要の

規定の整備を行うものであること。 

（第９４条及び第９９条関係） 

 (2) 軽自動車税の種別割の減免申請の手続に係る改正 

軽自動車税の種別割の減免申請について、運転免許証の提示及び申請書

への運転免許証の番号等の記載を必要とするところ、個人番号カードの運

転免許証利用の開始に伴う所要の整備を行うものであること。 

（第１００条関係） 

２ 固定資産税及び都市計画税関係 

(1) 固定資産税等の課税標準の特例措置の改正に伴う規定の整理 

都市計画税の読替規定及び地域決定型地方税制特例措置（わがまち特

例）の規定中引用条項の整理を行うものであること。 

（附則第１３条及び第１３条の２関係） 

 (2) 特定マンションに係る固定資産税の減額措置に係る申告の見直しに伴う

改正 
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長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った所定のマンション（こ

の説明において「特定マンション」という。）に係る固定資産税の減額措

置について、その固定資産税の納税義務者から当該措置に係る申告書の提

出がなかった場合においても、当該特定マンションの管理組合の管理者等

から必要な書類が提出され、かつ、その要件に該当すると認められるとき

は、当該減額措置を適用することができるとするものであること。 

（附則第１４条関係） 

３ 施行期日等 

  この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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報告第３号  参  考 

池田市市税条例の一部を改正する条例対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第９３条の８ （略） 

（種別割の税率） 

第９４条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台

について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワ

ット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 年額 ２，０００円 

 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リット

ル以下のもの又は定格出力が０．６キロワットを超え、０．８キロワッ

ト以下のもの 年額 ２，０００円 

 

 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの又は定格出

力が０．８キロワットを超えるもの 年額 ２，４００円 

 

エ （略） 

第１条～第９３条の８ （略） 

（種別割の税率） 

第９４条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台

について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワ

ット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。） 年額 ２，０００

円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リット

ル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．６キロワ

ットを超え、０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が

４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

エ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウに掲げ

るものを除く。）又は定格出力が０．８キロワットを超えるもの 年額

 ２，４００円 

オ （略） 

-
 
1
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

(2)・(3) （略） 

第９５条～第９８条 （略） 

（種別割の減免） 

第９９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力 

 

(6)～(8)  (略) 

３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） 

第１００条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６

８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者

(2)・(3) （略） 

第９５条～第９８条 （略） 

（種別割の減免） 

第９９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、

当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力（第９４条第１号ウに掲げる原動機付自

転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力） 

(6)～(8)  (略) 

３ （略） 

 （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第１００条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定によ

り交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６

８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者

-
 
1
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この

項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項におい

て「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律

第１０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等

と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した

申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び

条件が付されている場合にはその条件 

 

手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この 

項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項におい

て「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律

第１０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者若しくは身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成さ

れる世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項におい

て「運転免許証」という。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条

の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録さ

れた免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規定する免許

情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示するととも

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情

報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）の番号、運転免

許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限並びに運転免許の種

-
 
1
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

(6) （略） 

 

 

 

３・４ （略） 

   附 則 

第１条～第１２条の２ （略） 

（読替規定） 

第１３条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項、第１５項から第１７項まで、

第１９項、第２４項、第３１項、第３２項、第３４項、第３８項、第４２項

若しくは第４５項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３ま

で若しくは第６３条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ （略） 

２～１４ （略） 

類及び条件が付されている場合にはその条件 

 (6) （略） 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当

該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために

必要な措置を受けなければならない。 

４・５ （略） 

   附 則 

第１条～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項、第１５項から第１７項まで、

第１９項、第２４項、第３１項から第３３項まで、第３７項、第４１項若し

くは第４４項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適

用がある各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで

若しくは第６３条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ （略） 

２～１４ （略） 

-
 
1
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

１５ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

１６ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

１７ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

１８・１９ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１４条 （略） 

２～１３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

１６ 法附則第１５条第４０項に規定する条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

１７ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

１８・１９ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１４条 （略） 

２～１３ （略） 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係

る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合にお

いても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１

５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に

掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９

の３第１項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にか

かわらず、同条第１項の規定を適用することができる。 

-
 
1
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

１４・１５ （略） 

第１５条～第５６条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５・１６ （略） 

第１５条～第５６条 （略） 

 

 

-
 
1
5
 
-
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報告第４号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和６年度池田市病院事業会計補正予算（第３号） 

 

 

令和７年５月１３日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

みんなでつくるまちの寄付金の額の確定に伴い、池田市病院事業に係る寄

付について令和６年度として予算化する必要が生じたので、専決処分したも

のである。 
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専決第２号 

 

令和６年度池田市病院事業会計補正予算（第３号） 

 

 （総 則） 

 第１条 令和６年度池田市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （資本的収入） 

 第２条 令和６年度池田市病院事業会計予算第４条に定めた資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。 

  （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３５４,９４９千円は、内部留保資金で補てんするものとする。） 

 

収       入 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 資 本 的 収 入 １,３８７,８０９  ３,７８４  １,３９１,５９３  

  第３項 寄 附 金 ２,０００  ３,７８４  ５,７８４  

 

令和７年３月３１日 専決処分 

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子 

-
 
1
8
 
-



令和６年度池田市病院事業会計補正予算実施計画

款 項 目

資 本 的 収 入 1,387,809 3,784 1,391,593

寄 附 金 2,000 3,784 5,784

寄 附 金 2,000 3,784 5,784

資 本 的 収 入

（単位：千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

-
 
1
9
 
-



(単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△） △ 801,685

減価償却費  568,107

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,952

賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） 67,212

貸倒引当金の増減額（△は減少） 545

長期前受金戻入 △ 37,168

受取利息 △ 36

支払利息  91,296

固定資産除却費 16,900

未収金の増減額（△は増加） △ 38,264

未払金の増減額（△は減少） 753,419

小計  657,278

利息の受取額  36

利息の支払額 △ 91,296

業務活動によるキャッシュ・フロー 566,018

令和６年度池田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

-
 
2
0
 
-



２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 767,816

寄附金等による収入  5,784

投資活動によるキャッシュ・フロー　 △ 762,032

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入  844,600

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 878,874

リース債務の返済による支出 △ 23,072

他会計からの出資による収入  541,209

財務活動によるキャッシュ・フロー 483,863

資金増加額（又は減少額） 287,849

資金期首残高  3,602,185

資金期末残高  3,890,034

-
 
2
1
 
-



１

(1)

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

12,863,059

1,689

206,000

84

有形固定資産合計

減 価 償 却 累 計 額 △ 98,153 107,847

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,605

1,273,903

507,441

建 設 仮 勘 定 46,182

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

器 械 及 び 備 品

車 両

リ ー ス 資 産

19,137,553

6,145,361

5,287,682

2,000

△ 13,849,871

令和６年度池田市病院事業予定貸借対照表

資　　産　　の　　部　

千円

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

△ 4,488,900

5,762,803

△ 505,441

減 価 償 却 累 計 額

土 地

（令和７年３月３１日）

千円 千円千円

建 物

-
 
2
2
 
-



(2)

(ｱ)

(ｲ)

(3)

(ｱ)

２

(1)

(2)

(3)

5,983,418

2,061,217

21,179

3,890,034

0

18,867,656

2,048,076

45,308

12,884,238

未 収 金

貸 倒 引 当 金

その他無形固定資産

無形固定資産合計

資 産 合 計

△ 13,141

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

現 金 預 金

流 動 資 産

2,243

18,936

0

2,400

△ 2,400

無 形 固 定 資 産

投 資

投 資 合 計

修 学 資 金 貸 付 金

電 話 加 入 権

固 定 資 産 合 計

-
 
2
3
 
-



３

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

(ｱ)

４

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

（4）

(ｱ)

(ｲ)

（5）

419,433

3,550,596

3,963,358

39,973

5,739,824

3,963,358

23,465

351,455

67,978

1,736,493

負　　債　　の　　部

退 職 給 付 引 当 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

預 り 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債 合 計

流 動 負 債

916,335

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

69,402

法定福利費引当金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

リ ー ス 債 務

リ ー ス 債 務

2,121,961未 払 金

引 当 金

企 業 債 合 計

引 当 金 合 計

1,736,493

916,335

-
 
2
4
 
-



５

(1)

６

７

(1)

(ｱ)

(2)

(ｱ)

負 債 合 計

剰 余 金

393,834

9,453,195

25,839,945

11,380

162,775

資 本 金

繰 延 収 益 合 計

当年度未処理欠損金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

16,436,864

△ 231,059

18,867,656

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

9,414,461

△ 16,425,484

△ 16,436,864

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

11,380

資 本 剰 余 金

資　　本　　の　　部

受 贈 財 産 評 価 額

-
 
2
5
 
-



 

-
 
2
6
 
-



報告第４号　　説　　明

令和６年度

池田市病院事業会計補正予算説明

（第３号）

-
 
2
7
 
-



 

-
 
2
8
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

資 本 的 収 入 1,387,809 3,784 1,391,593

寄 附 金 2,000 3,784 5,784

寄 附 金 2,000 3,784 5,784

寄 附 金 3,784
ふるさと納税寄附
金等

3,784 追加

資　本　的　収　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額 節 金 額 説 明

-
 
2
9
 
-



報告第５号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和６年度池田市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 

  令和７年５月１３日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

地方交付税等の確定に伴い、令和６年度として予算化する必要が生じたの

で、専決処分したものである。 
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専決第３号

　令和６年度池田市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

　４７,８７８,９０５千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入

　歳出予算補正」による。

　　令和７年３月３１日　専決処分

令和６年度池田市一般会計補正予算（第１２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ４６,６９２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

-
 
3
1
 
-



-
 
3
2
 
-



-
 
3
3
 
-



-
 
3
4
 
-



報告第５号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ ２ 号

令和６年度

-
 
3
5
 
-



-
 
3
6
 
-



歳 入

-
 
3
7
 
-



-
 
3
8
 
-



-
 
3
9
 
-



-
 
4
0
 
-



-
 
4
1
 
-



-
 
4
2
 
-



-
 
4
3
 
-



-
 
4
4
 
-



歳 出

-
 
4
5
 
-



-
 
4
6
 
-



-
 
4
7
 
-



-
 
4
8
 
-



-
 
4
9
 
-



-
 
5
0
 
-



-
 
5
1
 
-



-
 
5
2
 
-



-
 
5
3
 
-



-
 
5
4
 
-



参 考 資 料

-
 
5
5
 
-



-
 
5
6
 
-



-
 
5
7
 
-



-
 
5
8
 
-



-
 
5
9
 
-



-
 
6
0
 
-



-
 
6
1
 
-



-
 
6
2
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,737,084     ─  　 25,737,084     

人　  件　  費 9,287,757     ─  　 9,287,757     

扶　  助　  費 12,127,082     ─  　 12,127,082     

公　  債　  費 4,322,245     ─  　 4,322,245     

 投 資 的 経 費 3,883,658     ─  　 3,883,658     

 そ　   の   　他 18,211,471     46,692     18,258,163     

物　  件　  費 8,010,067     ─  　 8,010,067     

そ　  の　  他 10,201,404     46,692     10,248,096     

47,832,213     46,692     47,878,905     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
6
3
 
-



-
 
6
4
 
-



-
 
6
5
 
-

8. 7.. 4



寄 付 指 定 事 業 件 数 金 額（千円） 基　金　名 積立額（千円）

　消防の充実に関する事業 88 2,352 -                 

　地域コミュニティの推進に関する事業 88 2,237 -                 

　商工、農林及び園芸の振興に関する事業 123 3,220 - 

　観光の振興に関する事業 259 6,281 - 

　五月山の保全事業 73 2,326 - 

　郷土の歴史・文化・遺産を守り伝える事業 71 2,602 -                 

  ウォンバットがいる五月山動物園の再整備事業 707 17,326 -                 

　大型遊具設置事業 15 608 -                 

　指定無し 3,117 78,788 -                 

　まち・ひと・しごと創生事業（企業版ふるさと納税） 7 2,533 1,533           

964 26,042 -                 　世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金 26,042

1 50,000 -                 　竹安災害対策基金 50,000

　公益活動の促進に関する事業 43 1,115 -                 　公益活動促進基金 1,115

　文化の振興に関する事業 119 2,972 -                 　文化振興基金 2,972

　環境の保全及び改善に関する事業（環境関係） 170 4,329 -                 　環境基金 4,329

　環境の保全及び改善に関する事業（緑化関係） 31 3,653 -                 　緑化基金 3,653

　保健福祉の充実に関する事業 228 5,087 -                 　福祉基金 5,087

　子育て支援の充実に関する事業 1,585 35,330 -                 　子ども・子育て基金 35,330

　公共施設の充実に関する事業 56 1,144 -                 　公共施設整備基金 1,144

　教育の充実に関する事業 219 7,871 -                 　教育振興基金 7,871

　スポーツの振興に関する事業 89 2,703 -                 　スポーツ振興基金 2,703

　歴史と伝統の「猪名川花火大会」応援事業 52 3,037 3,037           

　高齢者健康維持・増進事業 81 2,239 2,239           

　くれは音楽堂の耐震補強・設備更新に関する事業 14 336 336              

　 市立池田病院による地域医療提供体制の充実・強化に関する事業 95 3,784 3,784           

計 8,295 267,915 10,929 計 256,986

　市民安全の充実に関する事業

みんなでつくるまちの寄付金関係 補正予算参考資料

令和６年度 みんなでつくるまちの寄付内訳 事業充当額
（千円）

基金積立内訳

　みんなでつくるまち推進基金 116,740

-
 
6
6
 
-



報告第６号 

 

 

債権の放棄に係る報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定に基

づき、池田市債権管理条例（平成３０年池田市条例第３号）第７条の規定によ

り市の債権を放棄したので、同条例第８条の規定により報告する。 

 

 

令和７年５月１３日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

 

 

理  由 

令和６年度中に放棄した市の債権について報告するものである。 
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池田市債権管理条例（平成３０年池田市条例第３号。以下「条例」という。）

第７条各号のいずれかに該当することにより、令和６年度中に放棄した非強制

徴収債権及びその履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金は以下

のとおりである。 

 

 

番号 備　　考

1 平成22年5月14日 250,000 条例第7条第3号（消滅時効）

計 250,000

番号 備　　考

1 平成31年4月1日 11,040 条例第7条第3号（消滅時効）

2 令和2年1月1日 2,000 条例第7条第3号（消滅時効）

3 令和2年2月1日 1,520 条例第7条第3号（消滅時効）

計 14,560

番号 備　　考

1 平成21年3月10日 717,029 条例第7条第3号（消滅時効）

2 平成22年4月6日 127,000 条例第7条第3号（消滅時効）

3 平成23年7月22日 117,184 条例第7条第3号（消滅時効）

4 平成26年12月9日 151,078 条例第7条第3号（消滅時効）

5 平成27年1月5日 39,724 条例第7条第3号（消滅時効）

6 平成27年3月20日 140,130 条例第7条第3号（消滅時効）

7 平成27年9月7日 21,198 条例第7条第3号（消滅時効）

8 平成28年3月16日 70,020 条例第7条第3号（消滅時効）

9 平成28年4月9日 119,743 条例第7条第3号（消滅時効）

10 平成28年7月27日 55,780 条例第7条第3号（消滅時効）

11 平成28年11月18日 204,120 条例第7条第3号（消滅時効）

12 平成29年11月20日 49,906 条例第7条第3号（消滅時効）

13 平成30年7月3日 106,079 条例第7条第3号（消滅時効）

14 平成30年8月7日 85,750 条例第7条第3号（消滅時効）

15 平成30年10月18日 34,476 条例第7条第3号（消滅時効）

16 平成30年10月29日 7,830 条例第7条第3号（消滅時効）

17 平成30年11月12日 75,738 条例第7条第3号（消滅時効）

18 平成31年3月9日 181,353 条例第7条第3号（消滅時効）

放棄する債権の名称（所属）

福祉貸付資金〔生活資金貸付金〕（福祉部）

令和7年2月26日

発生年月日 放　棄　事　由

放棄する債権の名称（所属）

債権放棄年月日

債権額（円）

放棄する債権の名称（所属） 保育所・認定こども園給食費（子ども・健康部）

債権放棄年月日 令和7年2月20日

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由

使用料（市立池田病院事務局）

令和7年3月26日

発生年月日 放　棄　事　由債権額（円）

債権放棄年月日
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番号 備　　考

19 令和元年7月5日 37,470 条例第7条第3号（消滅時効）

20 令和元年10月15日 7,900 条例第7条第3号（消滅時効）

21 令和元年10月15日 6,520 条例第7条第3号（消滅時効）

22 令和元年11月9日 108,940 条例第7条第3号（消滅時効）

23 令和元年11月12日 30,000 条例第7条第3号（消滅時効）

24 令和元年12月6日 44,250 条例第7条第3号（消滅時効）

25 令和2年1月6日 100 条例第7条第3号（消滅時効）

26 令和2年1月8日 212,976 条例第7条第3号（消滅時効）

27 令和2年1月8日 2,842 条例第7条第3号（消滅時効）

28 令和2年1月24日 360 条例第7条第3号（消滅時効）

29 令和2年2月17日 253 条例第7条第3号（消滅時効）

計 2,755,749

番号 備　　考

1 平成21年5月28日 164,957 条例第7条第3号（消滅時効）

2 平成21年6月30日 42,483 条例第7条第3号（消滅時効）

3 平成23年3月16日 242,030 条例第7条第3号（消滅時効）

4 平成23年6月16日 98,098 条例第7条第3号（消滅時効）

5 平成24年9月19日 152,921 条例第7条第3号（消滅時効）

6 平成26年7月16日 24,446 条例第7条第3号（消滅時効）

7 平成30年4月17日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

8 平成30年4月17日 766 条例第7条第3号（消滅時効）

9 平成30年4月17日 1,150 条例第7条第3号（消滅時効）

10 平成30年4月17日 6,736 条例第7条第3号（消滅時効）

11 平成30年4月17日 783 条例第7条第3号（消滅時効）

12 平成30年4月17日 4,513 条例第7条第3号（消滅時効）

13 平成30年4月17日 7,159 条例第7条第3号（消滅時効）

14 平成30年4月17日 2,078 条例第7条第3号（消滅時効）

15 平成30年4月17日 766 条例第7条第3号（消滅時効）

16 平成30年5月1日 1,150 条例第7条第3号（消滅時効）

17 平成30年5月1日 766 条例第7条第3号（消滅時効）

18 平成30年5月1日 901 条例第7条第3号（消滅時効）

19 平成30年5月1日 1,231 条例第7条第3号（消滅時効）

20 平成30年5月1日 820 条例第7条第3号（消滅時効）

21 平成30年5月1日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

22 平成30年5月1日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

23 平成30年5月1日 5,895 条例第7条第3号（消滅時効）

24 平成30年5月1日 3,692 条例第7条第3号（消滅時効）

25 平成30年5月1日 15,805 条例第7条第3号（消滅時効）

26 平成30年5月1日 2,461 条例第7条第3号（消滅時効）

27 平成30年5月1日 17,111 条例第7条第3号（消滅時効）

使用料〔水道料金及びメーター料〕（上下水道部）

令和7年3月31日

発生年月日 放　棄　事　由債権額（円）

放棄する債権の名称（所属）

債権放棄年月日

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

28 平成30年5月1日 4,216 条例第7条第3号（消滅時効）

29 平成30年5月1日 13,519 条例第7条第3号（消滅時効）

30 平成30年5月1日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

31 平成30年5月1日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

32 平成30年5月1日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

33 平成30年5月1日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

34 平成30年5月1日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

35 平成30年5月1日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

36 平成30年5月16日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

37 平成30年5月16日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

38 平成30年5月16日 5,323 条例第7条第3号（消滅時効）

39 平成30年5月16日 6,132 条例第7条第3号（消滅時効）

40 平成30年5月16日 24,629 条例第7条第3号（消滅時効）

41 平成30年5月16日 9,846 条例第7条第3号（消滅時効）

42 平成30年5月16日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

43 平成30年5月16日 2,299 条例第7条第3号（消滅時効）

44 平成30年5月16日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

45 平成30年5月16日 2,704 条例第7条第3号（消滅時効）

46 平成30年5月16日 16,209 条例第7条第3号（消滅時効）

47 平成30年5月16日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

48 平成30年5月16日 2,775 条例第7条第3号（消滅時効）

49 平成30年5月16日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

50 平成30年5月16日 55,568 条例第7条第3号（消滅時効）

51 平成30年5月29日 4,729 条例第7条第3号（消滅時効）

52 平成30年5月29日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

53 平成30年5月29日 4,075 条例第7条第3号（消滅時効）

54 平成30年5月29日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

55 平成30年5月29日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

56 平成30年5月29日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

57 平成30年5月29日 6,564 条例第7条第3号（消滅時効）

58 平成30年5月29日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

59 平成30年5月29日 130,185 条例第7条第3号（消滅時効）

60 平成30年5月29日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

61 平成30年5月29日 1,150 条例第7条第3号（消滅時効）

62 平成30年5月29日 7,665 条例第7条第3号（消滅時効）

63 平成30年5月29日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

64 平成30年5月29日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

65 平成30年5月29日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

66 平成30年6月18日 810 条例第7条第3号（消滅時効）

67 平成30年6月18日 4,599 条例第7条第3号（消滅時効）

68 平成30年6月28日 54,675 条例第7条第3号（消滅時効）

69 平成30年6月28日 20,601 条例第7条第3号（消滅時効）

70 平成30年6月28日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

71 平成30年6月28日 19,573 条例第7条第3号（消滅時効）

72 平成30年6月28日 6,807 条例第7条第3号（消滅時効）

73 平成30年6月28日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

74 平成30年6月28日 5,824 条例第7条第3号（消滅時効）

75 平成30年6月28日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

76 平成30年6月28日 3,834 条例第7条第3号（消滅時効）

77 平成30年6月28日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

78 平成30年6月28日 6,102 条例第7条第3号（消滅時効）

79 平成30年7月18日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

80 平成30年7月18日 410 条例第7条第3号（消滅時効）

81 平成30年7月18日 12,861 条例第7条第3号（消滅時効）

82 平成30年7月30日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

83 平成30年7月30日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

84 平成30年7月30日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

85 平成30年8月16日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

86 平成30年8月28日 5,333 条例第7条第3号（消滅時効）

87 平成30年8月28日 2,322 条例第7条第3号（消滅時効）

88 平成30年8月28日 34,883 条例第7条第3号（消滅時効）

89 平成30年8月28日 2,051 条例第7条第3号（消滅時効）

90 平成30年8月28日 5,571 条例第7条第3号（消滅時効）

91 平成30年8月28日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

92 平成30年8月28日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

93 平成30年8月28日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

94 平成30年8月28日 3,261 条例第7条第3号（消滅時効）

95 平成30年8月28日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

96 平成30年9月19日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

97 平成30年9月19日 2,299 条例第7条第3号（消滅時効）

98 平成30年9月19日 7,614 条例第7条第3号（消滅時効）

99 平成30年9月19日 6,132 条例第7条第3号（消滅時効）

100 平成30年9月28日 4,599 条例第7条第3号（消滅時効）

101 平成30年9月28日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

102 平成30年9月28日 5,895 条例第7条第3号（消滅時効）

103 平成30年9月28日 2,872 条例第7条第3号（消滅時効）

104 平成30年10月16日 5,346 条例第7条第3号（消滅時効）

105 平成30年10月16日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

106 平成30年10月16日 3,078 条例第7条第3号（消滅時効）

107 平成30年10月16日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

108 平成30年10月16日 2,299 条例第7条第3号（消滅時効）

109 平成30年10月30日 36,022 条例第7条第3号（消滅時効）

110 平成30年10月30日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

111 平成30年10月30日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

112 平成30年10月30日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

113 平成30年10月30日 2,051 条例第7条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

114 平成30年10月30日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

115 平成30年10月30日 3,078 条例第7条第3号（消滅時効）

116 平成30年11月16日 4,216 条例第7条第3号（消滅時効）

117 平成30年11月16日 5,205 条例第7条第3号（消滅時効）

118 平成30年11月16日 410 条例第7条第3号（消滅時効）

119 平成30年11月16日 3,919 条例第7条第3号（消滅時効）

120 平成30年11月16日 5,365 条例第7条第3号（消滅時効）

121 平成30年11月16日 4,599 条例第7条第3号（消滅時効）

122 平成30年11月16日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

123 平成30年11月16日 1,231 条例第7条第3号（消滅時効）

124 平成30年11月16日 410 条例第7条第3号（消滅時効）

125 平成30年11月28日 3,606 条例第7条第3号（消滅時効）

126 平成30年11月28日 3,147 条例第7条第3号（消滅時効）

127 平成30年11月28日 1,916 条例第7条第3号（消滅時効）

128 平成30年11月28日 5,409 条例第7条第3号（消滅時効）

129 平成30年11月28日 727 条例第7条第3号（消滅時効）

130 平成30年11月28日 4,923 条例第7条第3号（消滅時効）

131 平成30年11月28日 1,231 条例第7条第3号（消滅時効）

132 平成30年12月18日 2,193 条例第7条第3号（消滅時効）

133 平成30年12月18日 3,919 条例第7条第3号（消滅時効）

134 平成30年12月18日 22,140 条例第7条第3号（消滅時効）

135 平成30年12月18日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

136 平成30年12月28日 13,662 条例第7条第3号（消滅時効）

137 平成30年12月28日 11,394 条例第7条第3号（消滅時効）

138 平成31年1月16日 2,051 条例第7条第3号（消滅時効）

139 平成31年1月16日 3,282 条例第7条第3号（消滅時効）

140 平成31年1月16日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

141 平成31年1月16日 4,081 条例第7条第3号（消滅時効）

142 平成31年1月29日 3,066 条例第7条第3号（消滅時効）

143 平成31年2月18日 2,775 条例第7条第3号（消滅時効）

144 平成31年2月18日 4,395 条例第7条第3号（消滅時効）

145 平成31年2月18日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

146 平成31年2月18日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

147 平成31年2月18日 383 条例第7条第3号（消滅時効）

148 平成31年2月18日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

149 平成31年2月28日 108 条例第7条第3号（消滅時効）

150 平成31年2月28日 864 条例第7条第3号（消滅時効）

151 平成31年2月28日 1,355 条例第7条第3号（消滅時効）

152 平成31年2月28日 13,716 条例第7条第3号（消滅時効）

153 平成31年2月28日 766 条例第7条第3号（消滅時効）

154 平成31年2月28日 54 条例第7条第3号（消滅時効）

155 平成31年2月28日 2,613 条例第7条第3号（消滅時効）

156 平成31年2月28日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

157 平成31年2月28日 2,451 条例第7条第3号（消滅時効）

158 平成31年3月18日 1,231 条例第7条第3号（消滅時効）

159 平成31年3月18日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

160 平成31年3月18日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

161 平成31年3月18日 1,722 条例第7条第3号（消滅時効）

162 平成31年3月18日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

163 平成31年3月18日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

164 平成31年3月28日 6,976 条例第7条第3号（消滅時効）

165 平成31年3月28日 8,526 条例第7条第3号（消滅時効）

166 平成31年3月28日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

167 平成31年3月28日 4,081 条例第7条第3号（消滅時効）

168 平成31年3月28日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

169 平成31年3月28日 7,091 条例第7条第3号（消滅時効）

170 平成31年3月28日 1,641 条例第7条第3号（消滅時効）

171 平成31年3月28日 1,533 条例第7条第3号（消滅時効）

計 1,683,631

債権額（円） 放　棄　事　由発生年月日
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議案第５７号 

 

 

池田市監査委員の選任について 

                       

 

  下記の者を池田市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

  住 所 

 

  氏 名 

 

             年  月  日生    

※議会運営の都合上、選任する候補者の住所、氏名及び生年月日は表示なし  

 

    令和７年５月１３日  提出 

 

                       池田市長  瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市監査委員として議会議員のうちから選任されている倉田晃氏は、来

る令和７年５月３１日をもって辞任されるので、その後任を選任するもので

ある。 
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議案第５８号

　令和７年度池田市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２８１,５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４４,６０２,５００千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和７年５月１３日　提出

令和７年度池田市一般会計補正予算（第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
7
6
 
-



-
 
7
7
 
-



議案第５８号　　説　　明

令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ２ 号

-
 
7
8
 
-



-
 
7
9
 
-



歳 入

-
 
8
0
 
-



-
 
8
1
 
-



-
 
8
2
 
-



-
 
8
3
 
-



歳 出

-
 
8
4
 
-



-
 
8
5
 
-



-
 
8
6
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,061 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,061 ) 人

( 0 ) 人

時 間 外 勤 務 手 当

千円　

183,296  

182,576  

720  

比　　　較

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　 減　　 事　　 由

補 正 後

　物価高騰対策臨時特別給付金給付事業に伴う増加補 正 前

比 較

681  

0  720  0  

1,479,460  9,058,438  

0  0  720  720  

補 正 前 1,791,151  2,887,320  2,900,507  7,578,978  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 681  1,791,151  2,887,320  2,901,227  7,579,698  1,479,460  9,059,158  

-
 
8
7
 
-



参 考 資 料

-
 
8
8
 
-



-
 
8
9
 
-



-
 
9
0
 
-



-
 
9
1
 
-



-
 
9
2
 
-



-
 
9
3
 
-



-
 
9
4
 
-



-
 
9
5
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,598,656     720     25,599,376     

人　  件　  費 9,588,973     720     9,589,693     

扶　  助　  費 12,255,801     ─  　 12,255,801     

公　  債　  費 3,753,882     ─  　 3,753,882     

 投 資 的 経 費 1,680,630     ─  　 1,680,630     

 そ　   の   　他 17,041,714     280,780     17,322,494     

物　  件　  費 8,264,259     65,579     8,329,838     

そ　  の　  他 8,777,455     215,201     8,992,656     

44,321,000     281,500     44,602,500     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
9
6
 
-



-
 
9
7
 
-



-
 
9
8
 
-



（社会福祉総務費） 

《 物価高騰対策臨時特別給付金給付事業 》 

 

１．事業目的 

 物価高騰の影響を受けた生活者を支援する取組として、臨時・特別

の給付金を支給する。  

 

２．対象者及び給付額 

① 不足額給付金Ⅰ 

 当初調整給付に際し、推計額を用いて算定したことにより、結

果として支給額に不足が生じた者に対し、当該不足額を１万円単

位で切り上げて算定した額を支給する。 

② 不足額給付金Ⅱ 

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所

得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった

者に対し、原則４万円を支給する。 

※ 令和６年１月１日時点で国外居住であった者には３万円を支

給する。 

 

３．予 算 額    ２８６，２９９千円 

（内 訳） 人 件 費           ７２０千円 

      需 用 費           ３００千円 

      役 務 費         ６，１０５千円 

      委 託 料        ５９，０００千円 

      使用料及び賃借料        １７４千円 

      交 付 金       ２２０，０００千円 

 

（財 源） 国庫支出金       ２５１，５００千円 

      一 般 財 源        ３４，７９９千円 
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